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当せん金払戻し及びｔｏｔｏ会員登録の一時休止について 
 

 

スポーツ振興くじｔｏｔｏでは、システムメンテナンスのため、下記の期間、当せん金払戻し及びｔｏｔｏ会員登録に

関する業務を一時休止します。 

なお、休止期間中に当せん金の払戻期限が到来する第４９回ｔｏｔｏ及び第５０回ｔｏｔｏは、払戻期限を延長しま

す。詳しくは、下記をご参照ください。 

 

 

記 
 
 
１ 休止期間 

・ 平成１５年８月４日（月） ～ 平成１５年８月９日（土）の６日間 
 
２ 休止する業務 

（１）  払戻店での当せん金払戻しの受付業務 
・ ただし、次の当せん金の払戻しは通常どおり行います。 

① 休止期間に入る前にｔｏｔｏマークのある信用金庫にて受付済みで、払戻予定日が到来しているも

の 

② 休止期間に入る前にｔｏｔｏマークのある信用金庫にて受付済みで、「鑑定結果のお知らせ」がお手

元に到着しているもの 

（２） 販売店でのｔｏｔｏ会員及びｔｏｔｏデビット会員の登録業務 
・ なお、ｔｏｔｏ特別会員については、郵送による申込みのため通常どおり受け付けいたします。 

 
３ 払戻期限の延長 

・ 昨シーズン中に開催された第４９回ｔｏｔｏ及び第５０回ｔｏｔｏについては、休止期間中に当せん金の払戻期

限が到来するため、払戻期限を次のとおり延長します。 

開催回 延長前 払戻期限 延長後 払戻期限 

第４９回 ｔｏｔｏ 
（販売期間：平成１４年７月２７日～平成１４年８月２日）

平成１５年８月５日(火) 平成１５年８月１２日(火)

第５０回 ｔｏｔｏ 
（販売期間：平成１４年７月３１日～平成１４年８月６日）

平成１５年８月８日(金)  平成１５年８月１５日(金)

 
以上 


